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○八尾市情報公開条例施行規則 

平成７年７月24日規則第28号 

改正 

平成10年３月27日規則第６号 

平成11年２月26日規則第４号 

平成12年５月２日規則第36号 

平成13年８月８日規則第29号 

平成14年６月７日規則第32号 

平成16年11月１日規則第40号 

平成16年12月28日規則第48号 

平成18年８月31日規則第57号 

平成19年１月19日規則第２号 

平成22年３月31日規則第８号 

平成22年10月29日規則第47号 

平成23年５月11日規則第45号 

平成23年12月22日規則第70号 

平成24年６月８日規則第36号 

平成25年６月26日規則第63号 

平成25年６月28日規則第64号 

平成26年10月１日規則第54号 

平成28年３月31日規則第12号 

平成30年３月23日規則第18号 

平成31年３月４日規則第５号 

令和６年11月19日規則第79号 

令和７年１月24日規則第３号 

八尾市情報公開条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八尾市情報公開条例（平成７年八尾市条例第９号。以下「条例」という。）

の施行に関し、市長が管理する公文書の公開等について、必要な事項を定めるものとする。 

（電磁的記録の閲覧） 
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第２条 条例第２条第３号に規定する電磁的記録について規則で定める方法は、印字装置により出

力したものを閲覧に供することとする。 

（公文書公開請求書） 

第３条 条例第８条に規定する請求書は、公文書公開請求書（様式第１号）とする。 

（公開の請求に対する決定の通知） 

第４条 条例第９条第２項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号

に掲げるものとする。 

(１) 公文書の公開をする旨の決定をしたとき。公文書公開決定通知書（様式第２号） 

(２) 条例第７条第１項（同条第２項において適用する場合を含む。）の規定による公文書の公

開をする旨の決定をしたとき。公文書部分公開決定通知書（様式第３号） 

(３) 公文書の公開をしない旨の決定をしたとき。公文書非公開決定通知書（様式第４号） 

(４) 公開請求に係る公文書を保存していないことによる、公開することができない旨の決定を

したとき。公文書不存在決定通知書（様式第４号の２） 

２ 条例第９条第４項の規定による通知は、決定期間延長通知書（様式第５号）により行う。 

３ 条例第９条第５項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書（様式第５号の２）により行

う。 

４ 条例第20条第３項において準用する条例第９条第２項の規定による通知は、公文書公開請求拒

否通知書（様式第６号）により行う。 

（公文書の公開の方法等） 

第５条 条例第10条第１項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行

うものとする。 

２ 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこと

とし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。 

３ 市長は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある

と認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 

４ 公文書の写しの交付の部数は、請求１件につき１部とする。 

（費用の負担等） 

第６条 条例第12条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表１のとおり

とする。 

２ 前項の費用は、公文書の写しの交付の際に納付しなければならない。 
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（実施状況の公表） 

第７条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公開、部分公開及び非公開の件数、

審査請求の件数その他必要な事項を広報紙に掲載することにより行う。 

第８条 条例第18条第１項に規定する市が出資する法人等で規則で定めるものは、別表２に掲げる

ものとする。 

２ 条例第18条第２項に規定する市が補助金など財政的な援助を行う団体等で規則で定めるものは、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づき、監査委員が監査対象とする団

体等とする。 

３ 条例第18条第３項に規定する文書の範囲は、前項に規定するものの出納その他の事務の執行で

当該財政的援助に係るものとする。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成７年10月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月27日規則第６号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年２月26日規則第４号） 

この規則は、平成11年３月１日から施行する。 

附 則（平成12年５月２日規則第36号） 

この規則は、平成12年７月１日から施行する。 

附 則（平成13年８月８日規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年６月７日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年11月１日規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年12月28日規則第48号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年８月31日規則第57号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成19年１月19日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第８号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、公布の日から施行

する。 

附 則（平成22年10月29日規則第47号） 

この規則は、平成22年11月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月11日規則第45号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年12月22日規則第70号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年６月８日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年６月26日規則第63号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年６月28日規則第64号） 

この規則は、平成25年７月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月１日規則第54号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第12号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月23日規則第18号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月４日規則第５号） 

この規則は、平成31年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年11月19日規則第79号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年１月24日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表１（第６条関係） 

区分 単位 金額 

乾式複写機による写し １枚 白黒 10円 

（日本産業規格Ａ列３番以内の大きさの

ものに限る。） 

カラー 60円 

上記以外の写し １件 市長が別に定める方法による写しの

作成に要する費用の額 

写しの送付に要する費用の額  郵送料相当額 

別表２（第８条関係） 

(１) 公益財団法人八尾市文化振興事業団 

(２) 公益財団法人八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター 

(３) 公益財団法人八尾市国際交流センター 

(４) 八尾シティネット株式会社 

(５) 公益財団法人八尾体育振興会 

(６) 社会福祉法人八尾市社会福祉協議会 

(７) 八尾モール株式会社 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 
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様式第４号の２（第４条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 
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様式第５号の２（第４条関係） 
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様式第６号（第４条関係） 

 


